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人事行政の運営等の公表について  

 

 本町における人事行政の公平性・透明性確保を目的とした「玄海町人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例」の規定に基づき、令和３年度における玄海町の人事行政の

運営等の状況をお知らせします。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  
 (1) 職員の競争試験の状況 

   令和３年度に採用された一般職の職員数は、次のとおりです。 

（単位：人） 

職  種 合 計 

合計の内訳 

統一 

試験 

二次 

募集 
選考 

選考の内訳 

任期付職員 再任用 その他 

一般行政職 7 3 0 4 3 0 1 

技 師 1 1 0 0 0 0 0 

教育公務員 1 0 0 1 0 0 1 

合 計 9 4 0 5 3 0 2 

 (注) １「統一試験」とは、県町村会が実施する統一試験によって選抜する方法です。  

   ２「二次募集」とは、県町村会が実施する統一試験以外の試験によって選抜する方法です。 

３「選考」とは、特定職種等について主に町長が実施する試験において選抜する方法です。 

     ４「任期付職員」とは、専門的な知識経験が必要とされる業務や一定の期間内終了することが見

込まれる業務等に従事させる場合に任期を定めて採用する職員です。 

 

 (2) 退職者の状況（令和３年度） 

   令和３年度に退職した一般職の職員数は、次のとおりです。 

                                  （単位：人） 

区分 

定
年
退
職 

勧
奨
退
職 

任
期
満
了 

その他 

合

計 

普
通
退
職 

分
限
免
職 

懲
戒
免
職 

失
職 

死
亡
退
職 

一般行政職 1 0 2 3 0 0 0 0 6 

技能労務職 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

保 育 士 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

看 護 師 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
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(3) 職員数の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 
職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

R3.4.1 R4.4.1 

一
般
行
政
職
部
門 

 議会事務局  2 2 0  

 政策推進室 2 0 ▲2 機構改革により廃止 

 総 務 課 10 12 2 育児休業等職員の配置 (2) 

 防災安全課 9 8 ▲1 事務分担の見直し(▲1) 

 企画商工課 8 9 1 所掌事務内容の見直し(1) 

 会 計 室 2 3 1 育休等職員の代替措置(1) 

 値賀出張所 2 2 0  

 住 民 課 11 10 ▲1 所掌事務内容の見直し(▲1) 

 保 育 所 27 24 ▲3 退職者の不補充(▲3) 

 健康福祉課 12 9 ▲3 
ｺﾛﾅ対策(▲1)、所掌事務内容の見

直し(▲2) 

 生活環境課 3 4 1 育休等職員の代替措置(1) 

 農業委員会 2 2 0   

 農林水産課 9 8 ▲1 
 

 まちづくり課 11 11 0 
 

一般行政部門計 110 104 ▲6 
 

特
別
行
政

部
門 

 教 育 課 10 11 1 業務内容の充実(1) 

特別行政部門計 10 11 1   

公
営
企
業 

会
計
部
門 

  水   道  3 3 0   

  下 水 道 2 2 0 
 

国民健康保険 3 4 1 業務内容の充実(1) 

介護保険 4 5 1 業務内容の充実(1) 

後期高齢者医療 2 2 0   

公営企業会計部門計 14 16 2   

総合計 
134 131 ▲3   

(172) (172)    

 

    ＜年齢別職員数＞（令和４年４月１日現在）        （単位：人、％） 

区 分  
20 歳  

未満  

20 歳  

～  

23 歳  

24 歳  

～  

27 歳  

28 歳  

～  

31 歳  

32 歳  

～  

35 歳  

36 歳  

～  

39 歳  

40 歳  

～  

43 歳  

44 歳  

～  

47 歳  

48 歳  

～  

51 歳  

52 歳  

～  

55 歳  

56 歳  

～  

59 歳  

60 歳  

以上  
計  

職員数 (人 ) 1 6 13 12 25 18 15 12 6 6 12 5 131 

構成比 (％ ) 0.8 4.6 9.9 9.2 19.0 13.7 11.4 9.2 4.6 4.6 9.2 3.8 100.00 
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（注）職員数には、任期付職員を含みます。  

＜構成比＞（令和４年４月１日現在） 

 

 

 

２ 人事評価の状況  
職員の仕事の成果や職務遂行能力及び業務に対する取り組み姿勢を的確に把握し、

職員の指導・育成に資することを目的とし、その結果を異動、昇任、給与等に反映す 

くことを目的として、人事評価を実施しています。 

 

３ 職員の給与の状況  
(1) 人件費の状況（令３年度普通会計決算）  

住民基本台帳人口 歳出額(A) 実質収支 人件費(B) 
人件費率 

(B/A) 

（ 参 考 ） 

令和 2年度人件費率 

令和4.3.31現在 人

5,231

千円

9,166,975

千円  

385,052 

千円

1,100,443

％

12.0

％

11.2

（注）人件費には、事業費支弁人件費及び特別職の職員（町長、町議会議員等）に支給される給料、

報酬等を含みます。  

 

(2) 職員給与費の状況（令和４年度普通会計予算） 

職員数 

(A) 

給与費 1 人当たり給与費 

給料 職員手当等 期末勤勉手当 計(B) （B/A） 

人 

119 

千円 

425,535 

千円 

74,821 

千円 

162,236 

千円 

662,592 

千円 

5,568 

0%
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1
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～
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3

6

～

3

9

歳

4

0

～
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歳
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～

4
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歳

4

8

～

5

1

歳

5

2

～

5

5

歳

5

6

～

5

9

歳

6

0

歳
以
上

年齢別構成比の推移

構成比 5年前の構成比
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（注）１  給与費には、事業費支弁人件費を含みます。 

  ２ 職員手当等には、退職手当組合負担金は含みません。  

(3) 職員の初任給（令和４年４月１日現在） 

区  分 玄海町 国 

一般行政職 
大学卒 172,200 円 182,200 円 

高校卒 150,700 円 150,600 円 

技能労務職 高校卒 148,000 円 － 

   （注）職員区分は、令和４年地方公務員給与実態調査に基づくものです。  

 

(4) 職種別職員数、平均給料月額、平均年齢（令和４年４月１日現在）  

級 標準的な職務 
職員数 構成比 平均給料月額 

平均年齢 
(人) (％) (円) 

6 級  課長、指導主事 5 人 3.82% 407,020 円 53.0 歳 

5 級  課長 6 人 4.58% 390,900 円 51.0 歳 

4 級  係長 30 人 22.90% 343,280 円 45.0 歳 

3 級  主査 49 人 37.41% 275,818 円 38.4 歳 

2 級  主事・技師 12 人 9.16% 218,808 円 31.8 歳 

1 級  主事・技師 22 人 16.79% 186,159 円 26.9 歳 

技能労務職 4 人 3.05% 293,375 円 50.8 歳 

特定任期付職員 2 人 1.53% 459,500 円 58.0 歳 

再任用職員 1 人 0.76% 278,300 円 64.0 歳 

計 131 人 100.00% 284,626 円 39.4 歳 

 

(5) 期末手当及び勤勉手当（令和４年４月１日現在） 

区分 
玄海町 国 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

支
給
割
合 

 6 月期 1.20 月分 0.950 月分 1.20 月分 0.950 月分 

12 月期 1.20 月分 0.950 月分 1.20 月分 0.950 月分 

計 2.40 月分 1.900 月分 2.40 月分 1.900 月分 
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(6) 退職手当（令和４年４月１日現在） 

区分 
玄海町 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

支
給
割
合 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 

その他の加算措置 
定年前早期退職の特例措置 

（2％～20％加算） 

定年前早期退職の特例措置 

（3％～45％加算） 

1 人当たりの平均支給額 4,114 千円 － － － 

  （注）1 人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 (7) 地域手当（令和４年４月１日現在） 

  支給対象職員・・・０名  

 

(8) 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）  

支給職員1人当たり平均支給年額 0円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 0.0% 

手当の種類（手当の数） 3種類 

代表的な手当の名称と内容  

  ・消毒手当…伝染病による家屋、死体その他の消毒に従事した場合  

  ・税務徴収事務従事手当…税徴収事務に従事した場合 

  ・行旅病人、死亡人取扱手当…行旅病人、死亡人の取扱に従事した場合  

（注）支給職員 1 人当たり平均支給年額は、令和３年度普通会計決算によるものです。  

 

 

 (9) 時間外勤務手当（令和４年４月１日現在） 

令和３年度 支給総額 37,596 千円 

(普通会計決算) 職員 1 人当たりの平均支給年額 348 千円 

令和２年度 支給総額 25,012 千円 

(普通会計決算) 職員 1 人当たりの平均支給年額 208 千円 

（注）支給総額には、事業費支弁額を含みます。  
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 (10) その他の手当（令和４年４月１日現在） 

手当名  内容  国の制度との異同 

扶養手当 

配偶者               6,500円／月 

子1人につき           10,000円／月 

・16歳から22歳までの子(加算) 

 1人につき           5,000円／月 

父母等１人につき          6,500円／月 

同 

住居手当 
 借家・借間 最高支給限度額  

27,000円／月 

最高支給限度額  

28,000円／月 

通勤手当  
 交通用具使用者（自動車・バイク等） 

         2,000円／月～31,600円／月 
同 

管理職手当 
 課長（6級）         51,900円／月 

 課長（5級）         49,600円／月 
同 

   

 (11) 特別職の給料（報酬）（令和４年４月１日現在） 

区 分 給料(報酬)月額 期末手当 退職手当 

町長 796,000円 
6月期  

1.625月分 

12月期  

1.625月分 

計3.25月分 

給料月額×在職年数×500/100 

副町長 651,000円 給料月額×在職年数×294/100 

議長 400,000円 
 

 

 

副議長 314,000円 

議員 290,000円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  
 (1) 勤務時間（令和４年４月１日現在） 

1週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 日曜日及び土曜日 

38時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00 週休日 

  （注）保育所については、勤務時間の割振変更制度（交代制等）を行っています。 

  

 (2) 年次休暇の取得状況（令和３年１月～１２月） 

   年次休暇は、1 年について 20 日付与されます。また、付与された 20 日のうち使用

しなかった分を翌年度に繰り越すことができます。 

総付与日数 A 総取得日数 B 対象職員数 C 
平均取得日 

B/C 

取得率 

B/A×100 

   4,210.0日   1,146日      109人    10.5日     27.2％ 

※「令和４年勤務条件等に関する調査」より 
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 (3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況（令和３年度） 

時間外・休日勤務総時間数 職員 1人当たりの時間外勤務等平均時間数  

 15,359時間  134.36時間  

  

(4) 特別休暇等の状況（令和４年４月１日現在） 

休暇等の種類 休 暇 等 の 期 間 摘     要 

夏季休暇 

7月1日から9月30日までの

期間に、原則として連続する3

日以内 

 

公務災害休暇  
医師の証明等により必要と

認める期間 

公務災害であると認定され、勤務

することが困難な場合 

結核性疾患休暇  
1年以内 健康診断の結果、療養、休養を命

じられた場合 

病気休暇  
引き続き90日(高血圧症等

であるときは180日)以内 

公務災害以外の負傷や病気により

勤務が困難な場合 

生理休暇  
2日以内 生理日の勤務が著しく困難な女

子職員が請求した場合 

不妊治療休暇  
5日(体外受精の場合は10日

)以内 

不妊治療による通院に伴い勤務

しないことが適当である場合 

妊娠通勤緩和休  

暇  

1日につき1時間を超えない

範囲内で必要と認められる時

間 

交通機関を利用して通勤してい

る妊娠中の女子職員がその交通機

関の混雑の程度が母体又は胎児の

健康保持に影響があると認められ、

職員が請求した場合 

妊娠障害休暇  
7日を超えない範囲内で必

要と認められる期間 

妊娠中の女子職員がつわりのた

め 勤務する事が困難な場合 

産前及び産後通  

勤休暇      

1回につき1日の正規の勤務

時間の範囲内で必要と認めら

れる期間 

・妊娠満23週までの期間 4週

間に1回 

・妊娠満24週から35週までの期

間 2週間に1回 

・妊娠満36週から出産までの期

間 1週間に1回 

・産後1年までの期間 1年に1

回 

妊娠中又は産後1年以内の女子職

員が保健指導又は健康診査を受け

る場合 

産前休暇及び産 ・産前 6週間(多胎妊娠の場合  
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後休暇 は、14週間)以内 

・産後 8週間 

授乳休暇 

1日2回それぞれ30分以内(

男性職員の場合は当該子の母

親との調整がある) 

生後1年に達しない子を育ててい

る職員が、その子の授乳のため請求

した場合 

出産補助休暇  

配偶者の出産から14日以内

において2日を超えない範囲内

で必要と認められる期間 

職員が配偶者の出産により退院

の付添い等に従事するため休暇を

請求した場合 

配偶者出産時育 

児休暇 

産前6週間(多胎妊娠14週間

)から産後8週間までの期間に

おいて5日以内 

配偶者が妊娠・出産期にある職員

が出産に係る子又はそれ以外の小

学校就学前の子の育児を行うため

請求した場合 

子の看護のため  

の休暇  

5日の範囲内（子が2人以上

の場合にあっては、10日） 

小学校就学前の子を養育する職

員が その子の看護のため勤務しな

いこと が相当と認められる場合 

育児休業 
子が生後3年に達する日ま

での間で承認があった期間 

職員が3歳に満たない子を養育す

る場合、休業期間は無給 

組合休暇  
30日の範囲内 職員団体の業務又は活動に従事

する場合、無給休暇 

介護休暇  

連続する6月の期間内 職員の配偶者、子、父母等で負傷

、疾病又は老齢により2週間以上に

わたり日常生活を営むのに支障が

ある者を介護する場合、無給休暇 

慶弔休暇 

・忌引 死亡した者により7日

から1日の連続する日数 

・父母の祭日 1日 

・婚姻 5日 

・親族等が死亡した場合 

・職員が結婚した場合 

骨髄移植のため 

の休暇 

必要な検査、入院等に要 す

る期間の範囲内 

職員が骨髄移植の骨髄液を提供

するために休暇を請求した場合 

ボランティア休  

暇  

1年に5日の範囲内 職員が報酬を受けないで被災者、

障害者等に対する支援活動などを

行う場合 

その他の特別休

暇 

勤務しないことがやむを得

ないと認められるときに、その

都度、必要と認められる期間。

ただし、住居滅失は一週間を超

えない範囲。 

・選挙権等公民権行使の場合 

・証人、鑑定人等として国会、裁判 

 所等へ出頭する場合 

・天災事変による住居滅失等の場合 

・交通機関の事故等の場合 
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５ 職員の休業に関する状況  
(1)育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の取得状況 

区   分 育児休業  部分休業  育児短時間勤務  

男性職員 

 0人  0人 0人 

 0人 0人 0人 

女性職員 

2人 0人 0人 

1人 1人 0人 

合計 

2人 1人 0人 

1人 0人 0人 

※上段は令和３年度に新たに取得した者の人数、下段は令和２年度以前から引き続き取得

している者の人数  

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和３年度）  
 分限処分とは、心身の病気のために公務が行えない状態になった職員等に対して行わ

れる処分です。懲戒処分とは、職員に公務員としてふさわしくない行為があった場合等

に行われる処分です。 

 令和３年度は、分限処分として休職５件でした。  

(1) 分限処分     

分限の種類  事案の内容  被処分者  

(1) 降任  該当なし   

(2) 免職  該当なし   

(3) 休職    

  ア）病気休職  心身の故障による  主事級（５回）  

  イ）起訴休職  該当なし   

(2) 懲戒処分 

① 一般服務関係  
 処分の該当行為  事案の内容  被処分者  処分内容  

勤務状況不良  

・準要保護費及び奨学資金の

支払遅延  

・奨学生選考審査会の審査結

果通知事務の不適切な処理  

主査級  戒告  

 

② 公金、公物取扱関係  
   該当なし  
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③ 公務外非行行為関係 

   該当なし  

④ 交通事故、交通法規違反関係  
   該当なし  

 

７ 職員の服務の状況（令和３年度）  
 (1) 職務専念義務 

   職員は、法律や条例に特別の定めがある場合以外は、勤務時間中に職務以外のこと

に従事したり、勤務時間中注意力を職務外のことにそらしたりすることのないように

して、職務のみに従事しなければなりません。 

   ただし、条例に定める事由に該当する場合は、あらかじめ承認を得れば、職務に専

念する義務を免除されます。 

   （条例に定める事由） 

    ・ 研修を受ける場合 

    ・ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

    ・ その他人事委員会規則（「職務に専念する義務の特例に関する規則」）に定め

る事項に該当する場合 

 

 (2) 営利企業等への従事制限 

   職員は、地方公務員法の規定により任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の

役員等を兼ねることや自ら営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は

事務にも従事することはできません。 

   許可の基準としては、その職員の占める職と、当該営利事業等との間に特別な利害

関係又はその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても職務の遂行に支障がな

いと認める場合その他法の精神に反しない場合の外はこれを許可しないこととしてい

ます。 

 

８ 職員の退職管理の状況 

令和３年度に定年退職した職員 (課長級 )の再就職の状況については、以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

９ 職員の研修の状況 

 (1) 研修の状況（令和３年度）                       

 職員の行政遂行能力の向上等を図るため、主に次のとおり研修を実施しました。 

定年退職者数  

（課長級）  

うち、再就職者  

再任用  一部事務組合等  公益法人等  民間企業  その他  

１名       

研修の種類 研  修  内  容 受講者数 

 職場研修 

 (玄海町主催) 

財務事務研修、入札事務研修、契約事務研

修、法制執務・文書事務研修、石積研修  等  

   69人 
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１０ 職員福祉及び利益の保護の状況 

 (1) 職員の健康診断の状況（令和３年度）  

   労働安全衛生法及び安全衛生規則に基づき、事業者責任として、職員の安全と健康

を確保するため下記の健康管理事業を実施しています。  

 (2) 職員の福利厚生の状況（令和３年度）  

   地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 42 条に基づき、職員の保健及び福利厚

生の増進を目的として、玄海町職員互助会に対し、補助金を交付しています。 

 会員数 132名 

 福利厚生費 

 公費負担額 

 516,000円（1人当たり4,000円×129名） 

【個別事業概要】 

慶弔費（結婚祝・出産祝等）            516,000円 

 

 (3) 利益の保護の状況（令和３年度）  

   （公平委員会事務を佐賀県人事委員会へ委託） 

① 勤務条件に関する措置の要求の状況  
      該当なし 

② 不利益処分に関する不服申立の状況  
      該当なし   

  職場外研修 

 (外部機関に派遣) 

 新規採用職員研修、市町職員新任課長研修、

新任係長研修、メンタルヘルス研修、税務初任

者研修、文章力向上研修、組織接遇力研修 等 

      37人 

区  分 主  な  内  容 

定期健康診断 胸部X線撮影、尿検査、心電図検査、血液・生科学検査 等 

ストレスチェック ストレスチェックの受検、高ストレス者の面接指導 等 

生活習慣病健診 子宮がん検診、人間ドック 


